
頁 項目
204 第３編第１章

一般施工 １－５－１ 一般事項 １－５－１ 一般事項

206 第３編第１章

一般施工 １－５－３ コンクリートブロック工

第５節 石・ブ
ロック積（張）
工

共通仕様書 土木工事編Ⅰ・改正対比表
改 正 前 改 正 後

～ 略 ～

４．請負者は, コンクリートブロック工及び石積(張) 工の水抜き孔を設計
図書に基づいて施工するとともに, 勾配について定めがない場合には,
２％程度の勾配で設置しなければならない｡また、水抜きパイプと裏込め材
との接合部には吸出し防止材を設置するものとする。

なお, これにより難い場合は, 設計図書に関して監督員と協議しなけれ
ばならない｡

～ 略 ～

４．請負者は, コンクリートブロック工及び石積(張) 工の水抜き孔を設計
図書に基づいて施工するとともに, 勾配について定めがない場合には,
２％程度の勾配で設置しなければならない｡

なお, これにより難い場合は, 設計図書に関して監督員と協議しなけれ
ばならない｡

第５節 石・ブ
ロック積（張）
工

裏込材の流出防止のため、水抜きパイプと裏込材の接合部に吸出し防止

材を設置することを追加。

吸出防止材

水抜きパイプ

吸出防止材

水抜きパイプ

裏込材の流出防止のため、水抜きパイプと吸出し防止材の設置を図示し

た。



頁 項目

共通仕様書 土木工事編Ⅰ・改正対比表
改 正 前 改 正 後

208 第３編第１章

一般施工 １－５－６ 石積（張）工

第５節 石・ブ
ロック積（張）
工

裏込材の流出防止のため、水抜きパイプと吸出し防止材の設置を図示し

た。

吸出防止材

水抜きパイ



頁 項目
243

共通仕様書 土木工事編Ⅲ・改正対比表
改 正 前 改 正 後

３．レディーミ
クストコンク
リート標準使用
基準

鉄筋コンクリートの構造物の種類を見直しと備考項目の追加修正

（土木設計マニュアル「道路編」等との整合）

４．本基準は、標準的な使用目安を定めたものである。なお、設計条件等による上表以外のコンクリートの使用を妨げるものではない。

側溝蓋、潜函、井筒、堰、水門

を使用

橋梁下部工、橋梁地覆工、剛性防護柵、函渠、樋門（管）、擁壁

（H23.1.1以降）



頁 項目

共通仕様書 土木工事編Ⅲ・改正対比表
改 正 前 改 正 後

251

保安施設標準様式図

工事名標示板

４．保安施設設
置基準（道路）

注) １ 色彩は、 ｢ご迷惑をおかけします｣

等の挨拶文、 ｢舗装修繕工事｣等の工

事種別については青地に白抜き文字

とし、｢○○○○をなおしています｣

等の工事内容、工事期間については

青色文字、 その他の文字及び線は黒

色、 地を白地とする｡

２ 縁の余白は２㎝, 縁線の太さは１

㎝とする｡

３ 必要に応じ文字に反射装置を施す

ものとする｡

４ 工事期間については, 交通上支障

を与える実際の工事期間のうち,工

事終了日,工事時間帯等を標示する

ものとする｡

５ 工事名は, 工事内容がわかる具体

的なものとする｡

６ 区間, 工期等に変化があった場合

は, 直ちに修正するものとする｡

７ 河川, その他工事の場合もこれに

準じる｡

８ 連絡先には, 当該工事の現場責任

者に限らず, 施工会社として必ず終

日連絡の取れる連絡先を記入するこ

と｡

９ 発注者の欄には, 契約上の発注者

名ではなく, 当該工事の監督業務を

担当している事務所・課名を記入す

ること｡

10 工事名標示板の記載内容について

は, 監督員の承諾を得るものとする｡

注) １ 色彩は、 ｢ご迷惑をおかけします｣

等の挨拶文、 ｢舗装修繕工事｣等の工

事種別については青地に白抜き文字

とし、｢○○○○をなおしています｣

等の工事内容、工事期間については

青色文字、 その他の文字及び線は黒

色、 地を白地を基本とする。ただし、

景観等を配慮する地域についてはこ

の限りではない。

２ 縁の余白は２㎝, 縁線の太さは１

㎝とする｡

３ 必要に応じ文字に反射装置を施す

ものとする｡

４ 工事期間については, 交通上支障

を与える実際の工事期間のうち,工

事終了日,工事時間帯等を標示する

ものとする｡

５ 工事名は, 工事内容がわかる具体

的なものとする｡

６ 工期等に変化があった場合

は, 直ちに修正するものとする｡

７ 河川, その他工事の場合もこれに

準じる｡

８ 連絡先には, 当該工事の現場責任

者に限らず, 施工会社として必ず終

日連絡の取れる連絡先を記入するこ

と｡

９ 発注者の欄には, 契約上の発注者

名ではなく, 当該工事の監督業務を

担当している事務所・課名を記入す

ること｡

10 工事名標示板等の記載内容につい

ては, 監督員の承諾を得るものとす

る｡

１ 工事名標示板の色彩

について、景観等配慮す

る地域での配色を考慮し

て、一部追記した。

６ 新しい工事名標示板で

は区間の表示を必要とし

ないことから、「区間」の記

載を削除した。

１０ 工事名標示板の色彩

も含めて記載内容を承諾

することとするため、「等」

を追加した。



頁 項目

共通仕様書 土木工事編Ⅲ・改正対比表
改 正 前 改 正 後

274

保安施設標準様式図

工事名標示板

４．保安施設設
置基準（道路）

１ 工事名標示板の色彩について、景観等配慮する地域での配色を考慮して、

一部追記した。

６ 新しい工事名標示板では区間の表示を必要としないことから、「区間」の

記載を削除した。

１０ 工事名標示板の色彩も含めて記載内容を承諾することとするため、「等」を

追加した。

注) １ 色彩は、 ｢ご迷惑をおかけします｣等の挨拶文、 ｢舗装修繕工事｣等の工事種別

については青地に白抜き文字とし、｢○○○○をなおしています｣ 等の工事内容、

工事期間については青色文字、 その他の文字及び線は黒色、 地を白地とする｡

２ 縁の余白は２㎝, 縁線の太さは１㎝とする｡

３ 必要に応じ文字に反射装置を施すものとする｡

４ 工事期間については, 交通上支障を与える実際の工事期間のうち,工事終了日,

工事時間帯等を標示するものとする｡

５ 工事名は, 工事内容がわかる具体的なものとする｡

６ 区間, 工期等に変化があった場合は, 直ちに修正するものとする｡

７ 河川, その他工事の場合もこれに準じる｡

８ 連絡先には, 当該工事の現場責任者に限らず, 施工会社として必ず終日連絡の

取れる連絡先を記入すること｡

９ 発注者の欄には, 契約上の発注者名ではなく, 当該工事の監督業務を担当して

いる事務所・課名を記入すること｡

10 工事名標示板の記載内容については, 監督員の承諾を得るものとする｡

注) １ 色彩は、 ｢ご迷惑をおかけします｣等の挨拶文、 ｢舗装修繕工事｣等の工事種別

については青地に白抜き文字とし、｢○○○○をなおしています｣ 等の工事内容、

工事期間については青色文字、 その他の文字及び線は黒色、 地を白地を基本と

する。ただし、景観等を配慮する地域についてはこの限りではない。

２ 縁の余白は２㎝, 縁線の太さは１㎝とする｡

３ 必要に応じ文字に反射装置を施すものとする｡

４ 工事期間については, 交通上支障を与える実際の工事期間のうち,工事終了日,

工事時間帯等を標示するものとする｡

５ 工事名は, 工事内容がわかる具体的なものとする｡

６ 工期等に変化があった場合は, 直ちに修正するものとする｡

７ 河川, その他工事の場合もこれに準じる｡

８ 連絡先には, 当該工事の現場責任者に限らず, 施工会社として必ず終日連絡の

取れる連絡先を記入すること｡

９ 発注者の欄には, 契約上の発注者名ではなく, 当該工事の監督業務を担当して

いる事務所・課名を記入すること｡

10 工事名標示板等の記載内容については, 監督員の承諾を得るものとする｡



請負者は, コンクリートブロック工及び石積(張) 工の水抜き孔を設計図

書に基づいて施工するとともに, 勾配について定めがない場合には, ２％程

度の勾配で設置しなければならない｡また、水抜きパイプと裏込め材との接合

部には吸出し防止材を設置するものとする。

なお, これにより難い場合は, 設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない｡



吸出防止材

水抜きパイプ

吸出防止材

水抜きパイプ



吸出防止材

水抜きパイプ



､函渠､樋門(管)､擁壁

４．本基準は、標準的な使用目安を定めたものである。なお、設計条件等による上表以外のコンクリートの使用を妨げるものではない。

側溝蓋、潜函、井筒、堰、水門

を使用

(H23.1.1以降)



色彩は、 ｢ご迷惑をおかけします｣等の挨拶文、 ｢舗装修繕工事｣等の工事種別につ

いては青地に白抜き文字とし、 ｢○○○○をなおしています｣等の工事内容、工事期

間については青色文字、 その他の文字及び線は黒色、 地を白地を基本とする｡ただ

し、景観等を配慮する地域についてはこの限りではない。

工事名標示板等の記載内容については、監督員の承諾を得るものとする。



色彩は、 ｢ご迷惑をおかけします｣等の挨拶

文、 ｢舗装修繕工事｣等の工事種別については

青地に白抜き文字とし、 ｢○○○○をなおして

います｣等の工事内容、工事期間については青

色文字、 その他の文字及び線は黒色、 地を白

地を基本とする｡ただし、景観等を配慮する地

域についてはこの限りではない。

工事名標示板等の記載内容については、監督員

の承諾を得るものとする。


